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前橋市のごみ処理の現状について 
 

 

１ ごみ処理量の推移 

 

 (1) 総排出量 

   ごみ総排出量は令和元年度から増加に転じましたが、令和 3 年度は 111,714 ト

ンとなり、対前年で 1.2％、平成 27 年度に比べ 8.5％減少しました。 

   なお、人口は令和 2 年度に比べ 0.4％、平成 27 年度に比べ 1.6％減少していま

す。 

＜表 1 本市の人口とごみの総排出量＞ 

    

   ※ごみ総排出量＝可燃ごみ+不燃ごみ+粗大ごみ+資源ごみ 

 

＜図１ 本市の人口と総排出量の推移＞ 

     

 

  

区分 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

人口(9月 末) 339,440 338,705 338,001 337,543 336,284 335,157 333,843

家 庭 ご み 93,284 90,534 89,359 88,422 88,606 89,937 87,594

事 業 系 ご み 28,837 26,898 24,991 24,231 24,393 23,140 24,120

ごみ総排出量 122,121 117,431 114,350 112,653 112,999 113,077 111,714

単位：人、ｔ

資料１ 
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 (2) 1 人 1 日当たりの総排出量  

    令和 3 年度は 917 グラムとなり、対前年で 7 グラム、平成 27 年度からは 66

グラム減少しました。目標値との差は 92 グラムです。 

    

  【参考】群馬県が毎年公表するランキング表 

        

報道発表等で使われている指標 

※ 令和 4 年 5 月 30 日付け「群馬県

の一般廃棄物の排出・処理状況（令

和２年度）について」から抜粋 
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 (3) 主なごみ区分の排出量の推移 

   可燃ごみ及び紙・衣類等は減少傾向、資源ごみ及び不燃ごみはほぼ横ばいとみ

られますが、粗大ごみは長期的には増加傾向にあります。 

    
    ※ 事業系ごみを含む。 

    ※ 紙・衣類等は、有価物集団回収、拠点回収（リサイクル庫）及び分別収集（ステーション収集）の合計 

 

 (4) 1 人 1 日当たりの収集ごみ量（家庭ごみのうち「資源ごみ」を除いた量） 

    令和 3 年度は 576 グラムとなり、対前年で 15 グラム、平成 27 年度からは 7

グラム減少しています。目標値との差は 84 グラムです。 

    

可燃ごみ 

紙・衣類等 

資源ごみ 

粗大ごみ 

不燃ごみ 
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２ ごみ処理業務における火災について 

 

 (1) 火災の発生 

    不燃ごみ処理工場（荻窪清掃工場及び富

士見クリーンステーション）を主として、

ごみ処理中に火災等が頻繁に発生していま

す。 

火災発生の原因として近年、目立つよう

になったのが、小型充電式電池やその使用製品で

す。これらは不燃ごみとして排出されてしまうケ

ースも多く、他の不燃ごみとともに処理される過

程において発火・発煙を生じさせています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 本市での小型充電式電池等の廃棄方法（現状） 

品目 本市での廃棄方法 

・小型充電式電池使用製品のうち 

電池を取り外せないもの 

電気シェーバー 電動歯ブラシ 

ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 

ロボット掃除機 スマートフォン 等 

家電量販店の小型家電リサイクルを利用 

（品目により有料） 

※ 電池が取り外せる場合、製品本体は 

市の不燃ごみや小型家電リサイクルが可 

・小型充電式電池 

・モバイルバッテリー 

家電量販店等へ持込み 

・家電量販店等で回収できない電池 

・加熱式たばこ等 

一部店舗で店頭引取りあり 

＜表２ 火災の発生件数＞ 

（発煙程度のものを含む。） 

令和 3 年度 
 

令和 4 年度 
11 月末時点 

２５１件 ２７３件 

 

 
実験で小型充電式電池に

圧力を加えた際の様子 

小型充電式電池とは… 

乾電池のような使いきりの電池とは異なり、充電して繰り返し

使える小型で軽量な電池です。 

外部から圧力が加わると内部でショートし発火する場合があ

り、特にリチウムイオン電池は、内部に可燃性の高い液体が入っ

ているため発火リスクが高いとされています。 

小型充電式電池使用製品の例 

 モバイルバッテリー  電気シェーバー  加熱式たばこ  電動歯ブラシ 

 ゲーム機  ワイヤレスイヤホン  ロボット掃除機  スマートフォン 
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３ プラスチック資源循環促進法への対応について 

 

 (1) 法の概要 

    プラスチック資源循環の重要性の高まりを受け、製品の設計からプラスチッ

ク廃棄物の処理までにかかわるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等

の取組を促進するために制定されました。 

    また、この法律により、容器包装プラスチックと製品プラスチックを一括し

てリサイクル処理の委託が可能となりました。 

 

 (2) 市町村の役割 

    市町村は、プラスチック資源の分別収集・再商品化に努めることとされてい

ます。 

 

 (3) 可燃ごみ中の製品プラスチックの割合 

    

 

 (4) 検討状況 

   実施に向けて検討しているが、施設面や費用面において課題あり。 

 

 

 

 


